
- 146 -

第６章　歴史文化資産の保存・活用の推進体制

歴史文化資産の保存・活用の推進体制

第１節　高崎市の推進体制

第６章

　地域計画は、文化財保護課を中心とし、市の関係各課との連携を図りながら事業を推進

することを基本とする。

　また、行政関係機関のみならず高崎市文化財調査委員、高崎市文化財保存活用地域計画

協議会、文化財の所有者や管理者、教育機関、地域住民、地域団体、観光事業者、大学な

どの専門機関や専門家との連携が不可欠であり、国の文化財防災センターや群馬県文化財

防災ネットワーク連携協議会等との連携を密にして、災害対策や災害発生時の対応などの

情報共有を行っていく必要もある。

　これらを円滑に進めるために、以下の推進体制を構築して事業を実施していく。

行政（文）行政（文）

教育委員会事務局文化財保護課教育委員会事務局文化財保護課

・文化財の保護・普及、指定文化財及び史跡地の維持管理、史跡整理、埋蔵文化財の発

掘調査等に関することを行う。

・職員数は７３名で、そのうち学芸系専門職員数は３６名（うち、埋蔵文化財の専門職

員２７名、古文書の専門職員５名、美術の専門職員１名、文学の専門職員１名、普及

の専門職員２名）である。※令和６年３月時点

行政（関） 行政（関） 

【高崎市の関係各課】【高崎市の関係各課】

総務部企画調整課総務部企画調整課

・区長等関係事務、地域づくり活動及び市民公益活動の支援等に関することを行う。

総務部防災安全課総務部防災安全課

・防災、市民保護等に関することを行う。

総務部文化課総務部文化課

・芸術文化の振興、文化団体の活動支援、文化会館等の文化施設等に関することを行う。

総務部広報課総務部広報課

・『広報高崎』の発行、報道機関への情報提供、市ホームページ制作管理等に関すること

を行う。

商工観光部観光課商工観光部観光課

・観光振興、物産振興等に関することを行う。

都市整備部都市計画課都市整備部都市計画課

・都市計画の調査及び決定、地区計画等に関することを行う。

都市整備部都市計画課景観室都市整備部都市計画課景観室

・景観形成及び屋外広告物の規制等に関することを行う。
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行政（関）行政（関）

都市整備部公園緑地課都市整備部公園緑地課

・緑化の指導及び推進、緑地保全、保存樹木、公園・緑地等の計画・整備管理等に関す

ることを行う。

【倉渕支所】【倉渕支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、商工業及び観光の振興、

地域のまつり、社会教育等に関することを行う。

【箕郷支所】【箕郷支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、社会教育等に関すること

を行う。

産業課産業課

・商工業及び観光の振興、地域のまつり、森林病害虫の防除、鳥獣保護等に関すること

を行う。

【群馬支所】【群馬支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、社会教育等に関すること

を行う。

産業課産業課

・商工業及び観光の振興、地域のまつり、森林病害虫の防除、鳥獣保護等に関すること

を行う。

【新町支所】【新町支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、商工業及び観光の振興、

地域のまつり、社会教育等に関することを行う。

【榛名支所】【榛名支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、社会教育等に関すること

を行う。

産業観光課産業観光課

・商工業及び観光の振興、地域のまつり、森林病害虫の防除、鳥獣保護等に関すること

を行う。

【吉井支所】【吉井支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、社会教育等に関すること

を行う。

産業課産業課

・商工業及び観光の振興、地域のまつり、森林病害虫の防除、鳥獣保護等に関すること

を行う。



- 148 -

第６章　歴史文化資産の保存・活用の推進体制

行政（関）行政（関）

【教育委員会事務局】【教育委員会事務局】

教育委員会事務局社会教育課教育委員会事務局社会教育課

・生涯学習の推進、社会教育委員、成人教育及び家庭教育、人権教育、市民活動センター、

交流館等に関することを行う。

教育委員会事務局学校教育課教育委員会事務局学校教育課

・学校経営及び教育活動の指導・助言等に関することを行う。

公民館公民館

・生涯学習の推進、公民館利用団体の育成及び支援等に関することを行う。

図書館図書館

・図書館の管理運営、市史等に関することを行う。

教育センター教育センター

・教育に関する調査研究、教員の研修、教育相談、適応指導教室等に関することを行う。

高崎市立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校高崎市立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校

・小学校５８校、中学校２５校、高等学校１校、特別支援学校１校がある。

【高崎市・安中市消防組合】【高崎市・安中市消防組合】

高崎市等広域消防局高崎市等広域消防局

・消防局管内の火災予防思想の普及、予防査察、火災原因及び損害調査、消防用設備の

検査・指導、消火・救急・救助活動、警防計画等に関することを行う。

【他の行政機関】【他の行政機関】

文化庁文化庁

・文化芸術の振興・普及、文化財の保存・活用、宗教に関する行政事務などを行う。

独立行政法人国立文化財機構　文化財防災センター独立行政法人国立文化財機構　文化財防災センター

・各種災害から多様な分野の文化財をまもるため、令和２年（２０２０）に国立文化財

機構に開設された。

群馬県地域創生部文化財保護課群馬県地域創生部文化財保護課

・文化財の保存・活用、文化財の指定・解除、県文化財保護審議会、銃砲刀剣類の登録等、

文化財保護に係る表彰、埋蔵文化財保護と開発事業との調整等を行う。

群馬県地域創生部文化振興課群馬県地域創生部文化振興課

・伝統文化継承事業、はじめての文化体験事業、文化芸術団体の育成・支援、温泉文化

ユネスコ無形文化遺産登録推進、ぐんま絹遺産の登録・活用、「世界の記憶」上野三碑

周知事業等を行う。

群馬県立歴史博物館群馬県立歴史博物館

・群馬県の歴史や文化の特色についての紹介をしている。

群馬県立近代美術館群馬県立近代美術館

・海外の近代美術から、日本の近代美術、群馬ゆかりの美術など優れた作品を収集・展

示している。

群馬県立自然史博物館群馬県立自然史博物館

・群馬県の自然史を中心に地球の文化・鉱物・ヒトや進化に関する資料・標本・写真な

どの展示をしている。
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行政（関）行政（関）

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

・公共開発事業に伴う埋蔵文化財の調査・研究、生涯学習や学校教育と連携した公開事業、

文化財保護思想の普及などを行う。

群馬県防災ネットワーク連携協議会群馬県防災ネットワーク連携協議会

・災害対策や災害発生など災害に備えた情報共有と、災害発生時の被害情報の収集やレ

スキュー活動に取り組む。

周辺の市町村周辺の市町村

・関連する歴史文化や歴史文化資産をもつ市町村として、前橋市や藤岡市、富岡市や渋

川市、榛東村や玉村町などがある。

群馬県高崎警察署群馬県高崎警察署

・八幡地区、長野地区をのぞく高崎地域と新町地域、吉井地域を管轄している。

群馬県高崎北警察署群馬県高崎北警察署

・八幡地区、長野地区、群馬地域、箕郷地域、榛名地域、倉渕地域を管轄している。

専門専門

高崎市文化財調査委員高崎市文化財調査委員

・文化財に関する事項について、教育委員会からの諮問に応じ調査・研究し、意見を具

申する。

高崎で調査研究や実習を行う大学高崎で調査研究や実習を行う大学

・専修大学、高崎商科大学、明治大学、早稲田大学などがある。

公立大学法人高崎経済大学公立大学法人高崎経済大学

・高崎市内に所在し、経済学部・地域政策学部がある。

団体団体

高崎市文化財保存活用地域計画協議会高崎市文化財保存活用地域計画協議会

・地域計画に関わる事業の推進の助言、事業の効果の検証や評価、計画の見直し等に関

することを行う。

一般社団法人高崎観光協会一般社団法人高崎観光協会

・高崎市の観光情報の紹介や、観光パンフレットの発行を行う。

地域づくり活動協議会地域づくり活動協議会

・地域の歴史や伝統文化の継承のための行事、芸能文化祭、夏祭り、スポーツ大会、防犯・

防災活動、環境保全、清掃美化活動、その他地域の特色を活かした活動を行う。

歴史文化資産関係の活動団体歴史文化資産関係の活動団体

・上野三碑ボランティア会、山上碑・金井沢碑を愛する会、上野三碑をつなぐ会、王の

儀式再現の会、吉井郷土資料館友の会、日高遺跡公園をともに楽しむ会などがある。

群馬県歴史資料継承ネットワーク群馬県歴史資料継承ネットワーク

・自然災害等で焼失の危機にある歴史資料（古文書など）の救出・保全活動を行う。
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図６－１　高崎市文化財保存活用地域計画推進体制
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第２節　計画の進捗管理と評価

　地域計画の事業を計画的に実施し、効果を発揮させるには、進捗管理を的確に行う必要

がある。進捗の過程においては、ＰＤＣＡサイクル（計画・実施・評価・改善）の考え方

のもとに、優先順位や目標を整理して計画的に事業を実施し、中間点や終了時点などで達

成状況、課題などの把握・評価を行い、その成果を当該事業の改善及び他の事業への反映

に繋げる必要がある。

　事業の進捗状況については自己評価を行うとともに、高崎市文化財保存活用地域計画協

議会にて事業の効果の検証や評価、計画の見直し等を行い、その結果を高崎市文化財調査

委員へ報告し、聴取した意見を踏まえて次年度以降の取組に活かすこととする。最終評価

では高崎市文化財保存活用地域計画協議会に計画の進捗状況や達成状況を諮り、その結果

を高崎市文化財調査委員へ報告する。

　なお、計画の進捗管理の過程では、必要に応じて柔軟な見直しを行う。

図６－２　高崎市文化財保存活用地域計画におけるＰＤＣＡサイクル

○高崎市文化財保存活用地域計画作成○高崎市文化財保存活用地域計画作成

○「実行・評価・改善」等に基づき適宜見直しを行い、○「実行・評価・改善」等に基づき適宜見直しを行い、

必要が認められる場合には、設定を受けた計画の変必要が認められる場合には、設定を受けた計画の変

更の申請や、軽微な変更の報告を行う。更の申請や、軽微な変更の報告を行う。

○事業等の進捗状況を踏まえ、事業等の途中（毎年度、中間点など）、○事業等の進捗状況を踏まえ、事業等の途中（毎年度、中間点など）、

終了時において評価を行う。終了時において評価を行う。

○評価項目としては、次のことが想定できる。○評価項目としては、次のことが想定できる。

　　・把握調査に関する事業等の成果・効果の評価・把握調査に関する事業等の成果・効果の評価
　・保存管理に関する事業等の成果・効果の評価　・保存管理に関する事業等の成果・効果の評価
　・整備活用に関する事業等の成果・効果の評価　・整備活用に関する事業等の成果・効果の評価
　・推進体制に関する事業等の成果・効果の評価　・推進体制に関する事業等の成果・効果の評価
　・関連文化財群に関する事業等の成果・効果の評価　・関連文化財群に関する事業等の成果・効果の評価

○地域計画の内容を踏まえ、事業等を実○地域計画の内容を踏まえ、事業等を実

施する。施する。

○「実行・評価・改善」等に基づいた見○「実行・評価・改善」等に基づいた見

直しや計画の変更を踏まえ、さらに効直しや計画の変更を踏まえ、さらに効

果的・効率的な事業等の実施を図る。果的・効率的な事業等の実施を図る。

○「評価」を踏まえて、計画・事業の改○「評価」を踏まえて、計画・事業の改

善点を見出す。善点を見出す。

○必要が認められる場合、計画・事業の○必要が認められる場合、計画・事業の

見直しを行う。見直しを行う。

計画（Plan）計画（Plan）

評価（Check）評価（Check）

実行（Do）実行（Do）改善（Act）改善（Act）


